
 

 

 

 

１．消防法令適合通知書について 

  消防法令適合通知書とは、消防法令に適合していることを消防機関が認めた際に発行する書面

のことをいいます。 

  消防法令適合通知書は、旅館業法、住宅宿泊事業法、興行場法、公衆浴場法にかかわる申請や

届出を所管行政機関に行う際に添付される書類の一部であり、消防法令適合通知書の交付をもっ

て営業が行えるわけではありませんので注意してください。 

 

２．消防法令適合通知書の交付までのフロー 

 消防法令適合通知書の交付を受けるための流れは、以下のとおりです。 

 

           ・橋本保健所衛生環境課に事前相談を行った後、お電話で消防本部予防係

（56-0119）に事前連絡の上、図面等を持参して消防法令適合通知書交

付のための事前相談をしてください。 

           ※事前相談では次の事項を確認させていただきます。 

           ●新たに設置が必要になる消防用設備等の有無 

●既存の消防用設備等の維持管理状況 

●防火（防災）管理者の選任義務等の有無 

●防炎物品（カーペット、カーテン等）の使用状況 

●その他の消防法令に係る事項や各種申請届出等に関すること 

 

                    ・消防法令適合通知書を 2部作成して、交付を受けたい 

日のおおむね 10日前までに提出してください。申請 

書に添付する書類がありますので、事前相談の際に確 

認してください。 

 

               

・申請書類に基づき、消防法令に適合しているかを書類及び現地 

検査により審査します。 

                

                

 

 ・消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書、 

適合していない場合は、回答書を交付します。 

 

関連リンク 

※ 防火対策の推進等＞民泊における消防法令上の取扱い等（総務省消防庁ホームページ） 

※ 旅館業法について（和歌山県ホームページ） 

※ 和歌山県で住宅宿泊事業（民泊）を営みたい方へ（和歌山県ホームページ） 

交付 

消防法令適合通知書の交付手続きについて 

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post20.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/d00155422.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/74_minpaku/index.html

